
2023年度「法Ⅱ」（白石忠志）試験問題（2024年1月実施）（公開用） 
▽別の教員による英語での出題と併せて、同時に試験を実施したうちの白石分のみです。 
▽時間は、上記英語出題と併せて90分。配点は、平常点30点、英語出題15点、以下の問題55点。 
▽問題1・問題4に現れる最高裁判決を教室で一緒に読み解いていること、法改正関係資料の調べ
方を一般的に講義した上で、戸籍に振り仮名を一斉に付ける法律の規定を探してもらい、その規
定を教室で一緒に読み解いていること、など、国家試験などとは異なり、授業に関する試験であ
ることに特有の文脈（コンテクスト）がある試験問題です。 

━━━━━━━━━━━━ 
▼それぞれの問題の末尾に解答欄があります。無理なく書ける字数で簡潔に答えれば、十分です。 

問題1（10点） 
　破線枠内の表現は、法的には、不適切です。その理由を説明してください。 
　（民法714条には、「みなす」という動詞（活用形を含む。）は、現れません。） 

　最高裁判決は、認知症罹患者が起こした列車事故について、その認知症
罹患者の長男は民法714条による損害賠償責任を負わないとみなした。 

問題2（10点） 
　破線枠内の解説は、法的には、不適切です。その理由を説明してください。 
　「その争点」について原告に立証責任があることは、正しいと仮定します。 

　「その争点については被告には立証責任はなく原告に立証責任があるの
で、その争点について被告が主張立証活動をする必要はありません。」 

問題3（10点） 
　衆議院ウェブサイトで「戸籍法の一部を改正する法律案」（未成立の閣法）を見
付けたと仮定します。この案に係る新旧対照条文の入手方法を説明してください。 

問題4（25点） 
　ある最高裁判決の一部を次に掲げます。この判決の法的三段論法における憲法
21条1項（下線部分）の役割を、判決から読み取れる範囲で、説明してください。 
　なお、本件助成金の交付に係る「理事長」の「判断」が、行政事件訴訟法（行訴
法）にいう「行政庁」の「処分」に該当することは、前提とします。 



憲法21条1項 
　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

行政事件訴訟法（行訴法）30条 
　行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限
り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 

（１）本件助成金については、振興会法や補助
金等適正化法に具体的な交付の要件等を定める
規定がないこと、芸術の創造又は普及を図るた
めの活動に対する援助等により芸術その他の文
化の向上に寄与するという本件助成金の趣旨な
いし被上告人の目的（振興会法３条）を達成す
るために限られた財源によって賄われる給付で
あること、上記の趣旨ないし目的を達成するた
めにどのような活動を助成の対象とすべきかを
適切に判断するには芸術等の実情に通じている
必要があること等からすると、その交付に係る
判断は、理事長の裁量に委ねられており、裁量
権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に違
法となるものというべきである。 
（２）そして、被上告人は、公共の利益の増進
を推進することを目的とする独立行政法人であ
り（振興会法３条の２、独立行政法人通則法２
条２項）、理事長は、本件助成金が法令及び予
算で定めるところに従って公正かつ効率的に使
用されるように努めなければならないこと（振
興会法１７条、補助金等適正化法３条）等に照
らすと、芸術的な観点からは助成の対象とする
ことが相当といえる活動についても、本件助成
金を交付すると一般的な公益が害されると認め
られるときは、そのことを、交付に係る判断に
おいて、消極的な事情として考慮することがで
きるものと解される。 
　もっとも、本件助成金は、公演、展示等の表
現行為に係る活動を対象とするものであるとこ

ろ（振興会法１４条１項１号）、芸術的な観点
からは助成の対象とすることが相当といえる活
動につき、本件助成金を交付すると当該活動に
係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が
害されることを理由とする交付の拒否が広く行
われるとすれば、公益がそもそも抽象的な概念
であって助成対象活動の選別の基準が不明確に
ならざるを得ないことから、助成を必要とする
者による交付の申請や助成を得ようとする者の
表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性が
ある。このような事態は、本件助成金の趣旨な
いし被上告人の目的を害するのみならず、芸術
家等の自主性や創造性をも損なうものであり、
憲法２１条１項による表現の自由の保障の趣旨
に照らしても、看過し難いものということがで
きる。そうすると、本件助成金の交付に係る判
断において、これを交付するとその対象とする
活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な
公益が害されるということを消極的な考慮事情
として重視し得るのは、当該公益が重要なもの
であり、かつ、当該公益が害される具体的な危
険がある場合に限られるものと解するのが相当
である。 
　以上に説示したところは、本件要綱に一般的
な公益の考慮に関する定めがあるか否か等に
よって左右されるものではない。 
（３）被上告人は、本件出演者が出演している
本件映画の製作活動につき本件助成金を交付す
ると、（以下略）


